
目 次

告 示

○ 家畜の予防注射、予防薬浴及び予防投薬の実施（畜産課）……………………………………………………１

告 示

沖縄県告示第83号

家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第６条第１項の規定により、家畜の所有者に対し、次のとお

り家畜について家畜防疫員の注射、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命じる。

令和２年２月19日

沖縄県知事 玉 城 康 裕

１ 実施の目的 豚熱の発生を予防するため

２ 実施する区域 沖縄本島全域

３ 対象となる家畜の種類及び範囲

疾病名 家畜の種類 家畜の範囲

豚熱 豚及びいのしし 沖縄本島全域で飼育している豚及びいのししでその所在地を管轄す
る家畜保健衛生所長が必要と認めるもの

４ 期日及び場所

⑴ 期日 令和２年２月28日から同年３月31日までの期間内で、管轄する家畜保健衛生所長が指定する日

⑵ 場所 所在地を管轄する家畜保健衛生所長が定める場所

５ 注射、薬浴又は投薬の別及びその方法

疾病名 注射、薬浴又は投薬の別 方法

豚熱 注射 皮下又は筋肉内注射法
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